
参考４ 医療保険制度の財政構造表（平成２９年度）
１．財政構造表とは

財政構造表とは、現行の医療保険制度の下、ある年度の医療費を賄うために必要な患者負担、公費、保険料の財源を、
各制度別に財政調整等を踏まえ推計したもの。

２．医療保険制度の財政構造

医療保険制度の医療費の財政負担は、65歳未満、前期高齢者、後期高齢者の３つの区分で大きく構造が異なっており、
財政構造表においてもこの３区分に分けて財政負担額を推計。

・65歳未満 ･･･ 制度間の財政調整は基本的になく各医療保険者が、公費負担分を除き、各自の医療給付費を保険料で賄って

いる。ただし、市町村国保の退職被保険者等の医療給付費については、退職被保険者の保険料で賄えない部
分を、被用者保険が総報酬で按分して負担。

・前期高齢者 ･･･ 前期高齢者の多い保険者の負担を緩和するため、前期高齢者の加入率を用いて制度間の財政調整を行ってお
り、この前期財政調整後の金額を各保険者が負担。

・後期高齢者 ･･･ 医療給付費の1割を後期高齢者の保険料、5割を公費、4割を被用者保険及び国保からの支援金で賄うことを基
本としている。後期高齢者支援金は被用者保険及び国保が加入者数按分（被用者保険間は総報酬割）で負担
するが、前期高齢者に係る後期高齢者支援金には前期高齢者の医療給付と同様、制度間の財政調整がある。

３．留意点

① 医療費、医療給付費、患者負担
・平成29年4月～平成30年3月診療分の医療費、医療給付費及び患者負担。
・医療給付費は医療保険の給付費であり、70歳以上74歳以下の者の一部負担金の引下げに係る「指定公費」、その他公費負担医療
の給付費や地方単独事業分の給付費は含まない。
・患者負担は、医療費から上記の医療保険給付費を控除したもの。

② 公費
・公費には、医療給付費の定率で算定される定率公費の他、高額医療費等の共同事業に対する公費、保険料軽減に対する定額公費
（医療給付相当分に限る。）等も、医療給付に当てられることとなるため含まれている。
・市町村国保の法定外一般会計繰入は公費に含まれていない。

③ 所要保険料
・所要保険料は医療給付費から上記公費を控除して算出したもので、その年度の医療給付を賄うために必要な保険料となる。なお、
市町村国保については、法定外繰入がなかった場合の保険料となる。

・実際の保険料は、①傷病手当金等の現金給付や事務費に当てるための保険料も含まれること、②前年度の剰余不足の繰り越しや
基金などを活用して設定されること、等から財政構造表の所要保険料額と異なる。



（単位：億円）

協会健保 組合健保 日雇特例 船保 共済 被用者計 市町村一般 退職 市町村国保 国保組合 国保計 特別負担調整（※） 若人計 後期高齢者 医療保険計

医療費 68,938    46,481    12        244       13,634    129,309   105,308   1,597     106,905   5,505     112,410   241,720   160,666   402,385   

患者負担 15,190    10,233    3         51        2,955     28,431    17,690    263       17,953    1,156     19,110    47,541    12,861    60,402    

給付費 53,748    36,248    9         194       10,679    100,878   87,619    1,333     88,952    4,349     93,301    194,179   147,805   341,983   

給付費（前期調整対象除く） 43,527    32,861    7         149       10,191    86,735    34,184    1,333     35,517    3,018     38,535    125,270   147,805   

所要保険料（軽減後） 36,389    32,122    6         122       10,191    78,830    13,327    325       13,652    1,858     15,511    94,340    11,591    

公費 7,138     739       1         28        7,905     20,857    20,857    1,159     22,017    29,922    74,727    

交付金（他制度からの移転） 1,008     1,008     1,008     1,008     61,486    

前期財政調整対象分 23,809    16,374    2         73        4,785     45,043    21,066    269       21,335    1,791     23,126    106       68,275    

給付費（前期調整対象分） 10,221    3,387     3         44        488       14,143    53,435    -         53,435    1,331     54,766    68,908    

前期財政調整（給付費分） 13,588    12,987    -1        29        4,297     30,900    -32,369   269       -32,100   459       -31,640   106       -634      

所要保険料（軽減後） 19,905    16,374    2         73        4,785     41,138    8,213     8,213     1,093     9,306     50,444    

公費 3,905     0         3,905     12,853    12,853    698       13,550    106       17,562    

交付金（他制度からの移転） 269       269       269       269       

後期高齢者支援金 20,021    21,151    9         72        6,771     48,025    12,149    247       12,397    1,699     14,095    62,121    

後期支援金（加入者割） 10        10        16,377    212       16,589    1,343     17,933    17,943    

後期支援金（総報酬割） 18,320    18,824    68        6,050     43,262    -         281       281       43,544    

前期財政調整（加入者割） -1        -1        -4,227    35        -4,192    45        -4,147    -4,148    

前期財政調整（総報酬割） 1,701     2,327     4         721       4,754     -         29        29        4,782     

所要保険料（軽減後） 20,021    21,151    8         72        6,771     48,024    4,851     4,851     1,113     5,963     53,988    

公費 -         1         1         7,299     7,299     586       7,884     7,885     

交付金（他制度からの移転） 247       247       247       247       

退職拠出金（保険料負担） 656       640       -         2         217       1,515     -         10        10        1,525     

財政負担計 88,013    71,026    18        297       21,963    181,318   67,399    325       67,725    6,517     74,241    106       255,666   86,318    341,984   

所要保険料（軽減後） 76,970    70,288    16        269       21,963    169,507   26,391    325       26,716    4,074     30,790    200,296   11,591    211,888   

65歳未満 71,755    68,527    13        243       21,652    162,190   14,805    325       15,131    3,573     18,704    180,893   

前期高齢者 5,215     1,761     4         26        312       7,317     11,585    -         11,585    501       12,086    19,403    

公費 11,043    739       2         28        11,811    41,009    -         41,009    2,443     43,452    106       55,369    74,727    130,096   

国 11,043    739       2         28        11,811    28,715    28,715    2,443     31,158    106       43,076    47,985    91,060    

都道府県 9,991     9,991     9,991     9,991     14,389    24,380    

市区町村 2,303     2,303     2,303     2,303     12,353    14,656    

加入者数（万人） 3,867     2,946     2         12        862       7,689     2,907     38        2,944     279       3,224     10,913    1,696     12,609    

65歳未満 3,590     2,851     1         11        849       7,303     1,671     38        1,709     245       1,954     9,257     

前期高齢者 277       95        0         1         13        386       1,235     1,235     34        1,269     1,656     

総報酬（億円） 883,070   907,390   3,273     291,625   2,085,358 13,565    13,565    2,098,923 

65歳未満 823,243   884,662   2,953     287,486   1,998,344 12,646    12,646    2,010,991 

前期高齢者 59,827    22,728    320       4,138     87,014    919       919       87,933    

加入者1人当たり所要保険料（万円） 19.9      23.9      9.2       22.2      25.5      22.0      9.1       8.6       9.1       14.6      9.6       18.4      6.8       16.8      

所要保険料率（医療給付分） 8.7% 7.7% 8.2% 7.5% 8.1%

（※）「特別負担調整」には、特別負担調整において国が支払基金に対し国庫負担として交付する額を計上している。（全ての特別負担調整対象保険者に係る特別負担調整対象額から負担調整対象額を控除した額の総額の二分の一）

医療保険制度の財政構造表 －平成29年度－（４－３ベース）


